
 

                                                                   平成２４年 ３ 月２３日 

                                                                   西桂町告示第 １１ 号 

 

 

 

西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの削減及び自然エネルギーの普及促進

を図るため、住宅用太陽光発電システム（以下「システム」という。）を設置する者に対し、予算の

範囲内で補助金を交付することについて、西桂町補助金等交付規則（平成14年３月25日規則第16

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における、用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 住宅 専ら居住の用に供する家屋（延べ床面積の過半を居住の用に供する店舗等の併用住宅を

含む。）をいう。 

(2) システム 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 

  ア 住宅の屋根等への設置に適したもの 

  イ 当該システムから発電した電力のうち、当該住宅の使用量を上回る余剰電力が生じた場合 

  に、これを商用電力として供給する為、電力会社の低圧配電線と逆潮流有りで系統連係してい

るもの 

  ウ 未使用品であるもの 

  エ 太陽電池の最大出力（太陽光発電を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力（日本工業

規格又はＩＥＣ等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。））

の合計値（単位はｋｗで表示するものとし、小数点以下2桁未満の値があるときは、これを切

り捨てる。）が10ｋｗ未満であるもの 

  オ 当該システムを構成する太陽電池モジュールが、財団法人電気安全環境研究所等の中立・公

正な第三者機関による認証を受け、製品の性能・安全性に対する高い信頼性が実証されたもの 

 

（補助の対象者） 

第３条 補助の対象者は、西桂町内において、自らの居住の用に供する住宅(賃貸住宅及び使用貸借住

宅の場合にあっては、当該住宅の所有者からシステムを設置することについて同意を得ている者に

限る。)に、システムを設置する者、又はシステムが設置された住宅を購入する者とする。（法人は

除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この補助金の交付を受けるこ



とができない。 

 (1) 同一の住宅において、この要綱に基づく町補助金の交付を受けてシステムを設置した場合 

 (2) 補助金の交付を受けようとする者が、町税、国民健康保険税、水道料金その他の町が有する債 

権を滞納している場合 

 (3) システムを設置する建築物及びその敷地等において、関係法令等に違反のある場合 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、対象となるシステムの最大出力に 1ｋｗ当たり 20,000 円を乗じて得た額

（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、その上限額は100,000円とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は西桂町住宅用太陽光発電シ

ステム設置費補助金交付申請書（様式第1号）に、次の書類を添えて町長に提出しなければならな

い。 

 (1) システム設置に要する経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し 

 (2) システムの性能を表示した書類（カタログ等の写し） 

 (3) 設置予定個所の位置図 

 (4) 設置予定個所を確認できる写真 

 (5) システムの設置図 

 (6) 同意書（様式第2号）（賃貸住宅又は使用貸借住宅に機器を設置する場合に限る。） 

 (7) 町税完納証明書 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 

 （補助金交付決定） 

第６条 町長は、補助金の交付申請があったときは、申請書及び関係書類等の審査を行い、補助金の

交付が適当であると認めたときは、西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書

（様式第3号）により申請者に通知するものとする。 

 

（変更等の承認申請） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、申請内容を変更しようとするときは、西

桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更承認申請書（様式第4号）を、また、補助事業を

中止若しくは廃止しようとするときは、西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金中止・廃止

承認申請書（様式第5号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。 

 

（変更後の交付決定） 

第８条 町長は、前条の変更等の申請があったときは、変更内容を承認するかどうか決定し、西桂町

住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更決定通知書（様式第6号）により通知するものとする。 

 



（実績報告） 

第９条 補助対象者は、システムの設置が完了した日から30日以内又は交付決定日の属する年度の3

月31日のいずれか早い日までに、西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書（様式

第7号）に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。 

 (1) システム設置に要した費用に係る領収書の写し及び内訳書 

 (2) システムの設置状況を示す写真（太陽電池モジュールの写真は枚数の確認ができるもの） 

 (3) システムの設置図 

 (4) 電力会社との電力受給契約書の写し 

 (5) 竣工検査の試験記録書の写し 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 

 （交付額の確定及び補助金の交付） 

第 10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の

交付額を確定し、西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金確定通知書（様式第8号）により

補助対象者に通知するとともに、西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書（様式

第9号）に基づき速やかに補助金を交付するものとする。 

 

 （補助金交付の取消及び返還） 

第 11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の決定を取り消し、

又は既に交付した補助金の返還を命ずることができるものとする。 

 (1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき。  

 (3) 実績報告書提出時において、本町の住民基本台帳又は外国人登録原票に記載されていないとき。 

２ 補助金交付を受けた対象システムを、その減価償却年数の期間内において売却処分した者は、当

該事業に係る補助金を全額返還しなければならない。 

 

 （協力） 

第 12条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、システムのデータ提供その他の地球温暖化防止に

必要な町の取組に対する協力を求めることができる。 

 

 （管理） 

第 13条 補助金の交付を受けた者は、対象システムをその減価償却年数の期間中、善良な管理者の注

意をもって管理するよう努めなければならない。 

 

 （補則） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 



 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第1号（第5条関係） 

 

年  月  日 

 

西桂町長        様 

 

（申請者）住     所 

                           (ふりがな) 

  氏    名            ㊞ 

                           電 話 番 号 

 

 

西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書 

 

  西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第5条の規定に基づき、関係書類を添えて

下記のとおり申請します。 

記 

 

1  設 置 場 所                 

2 設 置する機種                  

3 最 大 出 力                        ｋｗ (小数点第3位以下を切り捨て) 

4 補助金交付申請額                 円 (最大出力ｋｗ×20,000円  千円未満切捨） 

5  着手(予定)年月日        年   月   日  

6  完成(予定)年月日        年   月   日  

7 添 付 書 類 

 (1) システム設置に要する経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し 

 (2) システムの性能を表示した書類（カタログ等の写し） 

 (3) 設置予定個所の位置図 

 (4) 設置予定個所を確認できる写真 

 (5) システムの設置図 

 (6) 同意書（様式第2号）（賃貸住宅又は使用貸借住宅に機器を設置する場合に限る。） 

 (7) 町税完納証明書 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

8  調査に関わる同意（西桂町に納税等をしている者に限る。） 

 この補助金の交付申請に関し、私の住民登録及び町税等の収納状況について、担当職員が調査する

ことに同意します。 

 

申請者署名                 



様式第2号（第5条関係） 

 

年  月  日 

 

西桂町長        様 

 

（所有者）住     所 

                           (ふりがな) 

  氏    名            ㊞ 

                           電 話 番 号 

 

 

 

同意書 

 

  西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定を遵守し、減価償却年数の期間中

における善良な管理義務を果たすことを条件に、私が所有する建築物に以下の申請者が太陽光発電

システムを設置することに同意します。 

 

1同意内容 

 

設置場所の住所 
 

 

申請（設置）者の住所 
 

 

申請（設置）者の氏名 
 

 

申請（設置）者との関係 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第3号（第6条関係） 

西  産  第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

                             西桂町長          ㊞ 

 

 

 

西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書 

 

    年   月   日付けで申請のあった西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金につ

いては、下記のとおり交付することに決定しましたので、西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補

助金交付要綱第6条の規定により通知します。 

 

記 

 

 

1 交 付 決 定 番 号                      号 

2 補助金交付決定額                  円 

 

 

◎交付条件 

① 設置設備を目的以外に使用しないこと。 

② 町長が設置設備に関する書類の提供を求めた場合には、協力すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第4号（第7条関係） 

 

年  月  日 

 

西桂町長        様 

 

（申請者）住     所 

                           (ふりがな) 

  氏    名            ㊞ 

                           電 話 番 号 

 

 

 

西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更承認申請書 

 

 

    年   月   日付け   第  号をもって交付決定のあった西桂町住宅用太陽光発電シ

ステム設置費補助金について、下記のとおり変更したいので、西桂町住宅用太陽光発電システム設置

費補助金交付要綱第7条の規定により申請します。 

 

記 

 

1  変 更 の 内 容                                         

2 変 更 の 理 由                      

3 補助金変更申請額                                 円 

4 添 付 書 類 

 (1) システム設置に要する経費の変更内訳が記載された契約書又は見積書の写し 

 (2) 町長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第5号（第7条関係） 

 

年  月  日 

 

西桂町長        様 

 

（申請者）住     所 

                           (ふりがな) 

  氏    名            ㊞ 

                           電 話 番 号 

 

 

 

西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金中止・廃止承認申請書 

 

 

    年   月   日付け   第  号をもって交付決定のあった西桂町住宅用太陽光発電シ

ステム設置事業について、下記のとおり中止・廃止したいので、西桂町住宅用太陽光発電システム設

置費補助金交付要綱第7条の規定により申請します。 

 

記 

 

1  補 助 金 変 更 申 請 額                             円 

2 補助事業中止・廃止の理由                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第6号（第8条関係） 

西  産  第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

                             西桂町長          ㊞ 

 

 

 

西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更決定通知書 

 

    年   月   日付けで変更申請のあった西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金

については、下記のとおり交付変更することに決定しましたので、西桂町住宅用太陽光発電システム

設置費補助金交付要綱第8条の規定により通知します。 

 

 

 

1 変更補助金交付額                    円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第7号（第9条関係） 

 

年  月  日 

 

西桂町長        様 

 

（申請者）住     所 

                           (ふりがな) 

  氏    名            ㊞ 

                           電 話 番 号 

 

 

西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書 

 

    年   月   日付け   第  号をもって交付決定のあった西桂町住宅用太陽光発電シ

ステム設置事業が完了しましたので、下記のとおり西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交

付要綱第9条の規定により報告します。 

 

記 

 

1  システム設置完了日                 

2 最 大 出 力                        ｋｗ(小数点第3位以下を切り捨て) 

3 補 助 金 交 付 額               円(最大出力ｋｗ×20,000円  千円未満切捨） 

4 事 業 実 績 

 (1) 太陽電池モジュール             枚 

 (2) 事業に要した費用              円             

 (3) 電 力需給開始日      年   月   日 

5  添 付 書 類 

 (1) システム設置に要した費用に係る領収書の写し及び内訳書 

 (2) システムの設置状況を示す写真（太陽電池モジュールの写真は枚数の確認ができるもの） 

 (3) システムの設置図 

 (4) 電力会社との電力受給契約書の写し 

 (5) 竣工検査の試験記録書の写し 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

  

 

 

 



様式第8号（第10条関係） 

西  産  第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

                             西桂町長          ㊞ 

 

 

 

西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金確定通知書 

 

    年   月   日付けで実績報告のあった西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金

については、下記のとおり交付することに確定しましたので、西桂町住宅用太陽光発電システム設置

費補助金交付要綱第10条の規定により通知します。 

 

 

 

1 補助金確定額                    円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 9号（第 10条関係） 

年  月  日 

 

西桂町長        様 

 

（申請者）住     所 

                           (ふりがな) 

  氏    名            ㊞ 

                           電 話 番 号 

 

西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書 

 

    年   月   日付け   第  号をもって確定のあった西桂町住宅用太陽光発電シス

テム設置費補助金について、西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第 10 条の規定

により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

1 補助金交付請求額    金          円 

 

振 込 先 金 融 機 関 

金融機関名称 

銀行 

組合        支店 

金庫 

フリガナ  

口座名義人  

口座番号 普通№ 当座№ 

 

上記について    年  月  日検収しました。 

 

検収員氏名          ㊞ 


